
令和５年９月１日 

中国電力株式会社 

島根原子力発電所１、２号炉 クリアランス申請 指摘事項に対する回答整理表 

ハッチング：回答済み

No. 
審査会合 

ヒアリング
実施日 該当ページ コメント内容 回答内容 回答状況 

１ ヒアリング 令和５年５月 15日 
本文 P.9 

（主要核種） 

１号炉対象物の二次的な汚染について、Co-60が検出されていない（検

出限界値未満）にも関わらず、主要核種として Co-60を選定した理由

を説明すること。 

回答資料「島根１号炉対象物の二次的な汚染の主要核種を

Co-60とすることの妥当性について」により説明 

回答済み 

２ ヒアリング 令和５年５月 15日 
【No.1関連】 

（主要核種） 

１号炉対象物が炉水の放射能によって汚染されることは記載してい

るが、分析しているのはインナーフィルタである。炉水とインナーフ

ィルタの関係性について説明すること。 

回答資料「島根１号炉対象物の二次的な汚染の主要核種を

Co-60とすることの妥当性について」により説明 

回答済み 

３ ヒアリング 令和５年５月 15日 
【No.1関連】 

（主要核種） 

島根１号は運転停止してから 26年～29年経過している。その減衰期

間を考慮したとしても Co-60が主要核種であることを説明すること。 

回答資料「島根１号炉対象物の二次的な汚染の主要核種を

Co-60とすることの妥当性について」により説明 

回答済み 

４ ヒアリング 令和５年５月 15日 

添付 P.7-3 

（２号炉対象物

の除染） 

２号炉対象物は除染が終わっておらず、認可申請書には除染後の推定

値が記載されていると理解している。除染後に「添付書類二 3.に記載

した除染後の状態と同様な状態であることを確認する」の「同様」が

どのような状態であるか、除染後の判定基準等を含めて記載するこ

と。 

回答資料「対象物の汚染の均一性について」により説明 回答済み 

５ ヒアリング 令和５年５月 15日 

【No.4関連】 

（２号炉対象物

の除染） 

２号炉対象物の除染後の表面汚染密度の均一性確認結果を確認申請

時に提示すること。 

回答資料「対象物の汚染の均一性について」により説明 回答済み 

６ ヒアリング 令和５年５月 15日 

本文 P.15 

本文 P.84 

（評価単位） 

「各ダイヤフラムを評価単位とする」とあるが、結合している部分

（段）もあるため、誤解を招かないよう本文に結合等の説明を記載す

ること。 

「島根原子力発電所１号炉及び２号炉において用いた資

材に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価方

法に関する説明資料」により説明（P14、P84、P85） 

回答済み 

７ ヒアリング 令和５年５月 15日 

添付 P.5-2 

（放射能濃度の

測定方法） 

直接測定ではなく、浸漬処理を採用した理由を説明すること。（浸漬

処理という方法は中国電力独自の方法なのか、規格で定められた方法

なのか。） 

回答資料「測定単位の放射能濃度を測定するための試料作

成（浸漬処理）方法について」により説明 

回答済み 

８ ヒアリング 令和５年５月 15日 

【No.7関連】 

（放射能濃度の

測定方法） 

今回は測定単位の Co-60全量を測定する必要があると考えているが、

浸漬処理で Co-60全量を測定できていることを説明すること。 

回答資料「測定単位の放射能濃度を測定するための試料作

成（浸漬処理）方法について」により説明 

回答済み 

９ ヒアリング 令和５年５月 15日 

【No.7関連】 

（放射能濃度の

測定方法） 

「放射能量（A）Bqの誤差の範囲内」を具体的に説明すること。 回答資料「測定単位の放射能濃度を測定するための試料作

成（浸漬処理）方法について」により説明 

回答済み 
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No. 
審査会合 

ヒアリング 
実施日 該当ページ コメント内容 回答内容 回答状況 

10 ヒアリング 令和５年５月 15日 

添付 P.2-80 

（走査サーベ

イ） 

走査サーベイの機器効率 45％、線源効率 0.4について、その根拠（出

典等）を記載すること。 

「島根原子力発電所１号炉及び２号炉において用いた資

材に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価方

法に関する説明資料」により説明（P252） 

今回回答 

11 ヒアリング 令和５年５月 15日 

【No.10関連】 

（走査サーベ

イ） 

走査サーベイの検出限界値の求め方について、計数率は測定指針から

求めていること、放射能換算係数は測定器に設定されている値を使用

することがわかるように記載すること。 

「島根原子力発電所１号炉及び２号炉において用いた資

材に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価方

法に関する説明資料」により説明（P178） 

今回回答 

12 ヒアリング 令和５年５月 15日 

添付 P.2-1 

添付 P.2-2 

（対象物の種

類） 

「寸法以外は島根１号炉と同様である」の「同様」の内容を具体的に

記載すること。また、材質については１号炉対象物と２号炉対象物と

も同じ記載であるが「同様」とは記載していない。表現が統一されて

おらず混乱するので、記載を見直すこと。 

「島根原子力発電所１号炉及び２号炉において用いた資

材に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価方

法に関する説明資料」により説明（P98） 

今回回答 

13 ヒアリング 令和５年５月 15日 

添付 P.2-6 

添付 P.2-9 

（不確かさ） 

（P.2-9）検出限界値に比表面積を乗じて放射能濃度を求めているが、

不確かさを考慮していれば、その旨を記載すること。 

「島根原子力発電所１号炉及び２号炉において用いた資

材に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価方

法に関する説明資料」により説明（P104、P105） 

回答済み 

14 ヒアリング 令和５年５月 15日 

－ 

（対象物の重

量、3D CAD） 

3D CADで重量を求めているが、3D CADを使用した理由を説明するこ

と。3D CAD の入力値が正しいことについてどのように検証したのか

説明すること。 

3D CADへの入力値の根拠が対象物の図書と相違ないこと、

入力がエビデンスどおりに実施されていることを委託先

への現地調査などにより確認した。 

回答済み 

15 ヒアリング 令和５年５月 15日 
添付 P.3-2 

（主要核種） 

島根１号と島根２号では同じような炉水の性状だと思っていたが、

D/C で 2番目に高い核種（１号：I-129、２号：Nb-94）が異なる理由

を説明すること。 

回答資料「島根１号炉対象物の二次的な汚染の主要核種を

Co-60とすることの妥当性について」により説明 

回答済み 

16 ヒアリング 令和５年５月 15日 
添付 P.5-8 

（記載見直し） 

U について、単位を％にするのであれば×100を記載すること。 

 

 

「島根原子力発電所１号炉及び２号炉において用いた資

材に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価方

法に関する説明資料」により説明（P238） 

回答済み 

17 ヒアリング 令和５年５月 15日 

添付 P.5-4 

添付 P.5-7 

（不確かさ） 

nbnetに上限値を用いることによって nnetよりも大きくなり、U1が過小

評価されているのではないかと思う。それを最後に合成して相対拡張

不確かさにした際に過小評価の影響が残っていると必ずしも保守的

にならないのではないかと思うので、それを踏まえて妥当性を説明す

ること。 

「島根原子力発電所１号炉及び２号炉において用いた資

材に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価方

法に関する説明資料」により説明（P236） 

回答済み 

18 ヒアリング 令和５年５月 15日 添付 P.2-22 

表中の存在量概算の計算式は単位の次元を考えたとき不正確なので

記載を見直すこと。 

「島根原子力発電所１号炉及び２号炉において用いた資

材に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価方

法に関する説明資料」により説明（P118） 

今回回答 

19 ヒアリング 令和５年５月 15日 
添付 P.2-22 

(Ni-59評価) 

Ni-59 の算出方法として、JNES-SS レポートを引用しているが、これ

は LLW の SF 等評価に用いるものであり、クリアランスレベルにも適

用可能であることを記載すること。 

回答資料「島根１号炉対象物の二次的な汚染の主要核種を

Co-60とすることの妥当性について」により説明 

回答済み 
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No. 
審査会合 

ヒアリング 
実施日 該当ページ コメント内容 回答内容 回答状況 

20 ヒアリング 令和５年５月 15日 
添付 P.2-60 

(3D CAD) 

3D CAD データ上で測定単位を決めた上で表面積や質量を計算し、比

表面積を求めているものと理解しているが、最初に測定単位をどのよ

う（サイズ等）に設定したのかわかるよう記載すること。 

「島根原子力発電所１号炉及び２号炉において用いた資

材に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価方

法に関する説明資料」により説明（P220） 

今回回答 

21 ヒアリング 令和５年５月 15日 

添付 P.5-3 

（放射能濃度の

測定方法） 

完全に溶解させるのであればろ紙は不要と考えるが、ろ紙を使用しな

ければならない理由を記載すること。 

「島根原子力発電所１号炉及び２号炉において用いた資

材に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価方

法に関する説明資料」により説明（P232） 

今回回答 

22 ヒアリング 令和５年５月 15日 

添付 P.5-6 

添付 P.5-15 

（分取率） 

ろ液の分取率を 100％としている理由が分かるように記載すること。 回答資料「測定単位の放射能濃度を測定するための試料作

成（浸漬処理）方法について」により説明 

回答済み 

23 ヒアリング 令和５年５月 15日 
【No.22 関連】 

（分取率） 

ろ紙の分取率についての記載を見直すこと。 「島根原子力発電所１号炉及び２号炉において用いた資

材に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価方

法に関する説明資料」により説明（P236） 

回答済み 

24 ヒアリング 令和５年５月 15日 
添付 P.5-5 

（記載見直し） 

式（5）の変数の記載方法を見直すこと。 「島根原子力発電所１号炉及び２号炉において用いた資

材に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価方

法に関する説明資料」により説明（P234） 

回答済み 

25 ヒアリング 令和５年７月 25日 
審査資料(1) 

P1～P4 1.2. 

資料(1)の 1.と 2.の説明の流れが分かりづらいため、つながりがわか

るように論理立てて説明すること。【会合コメント No.1関連】 

回答資料「島根１号炉対象物の二次的な汚染の主要核種を

Co-60とすることの妥当性について Rev.1」により説明 

回答済み 

26 ヒアリング 令和５年７月 25日 

審査資料(1) 

P1～P4 1.2. 

主要核種選定の考え方について、2号機に関しても 1号機と同様に補

足して説明すること。【会合コメント No.1関連】 

 

回答資料「島根１号炉対象物の二次的な汚染の主要核種を

Co-60とすることの妥当性について Rev.1」により説明 

回答済み 

27 ヒアリング 令和５年７月 25日 
審査資料(1)P5 

3. 

1号機と 2号機で検出限界値の値が違う理由を補足して説明すること

【ヒアリングコメント No.15関連】 

回答資料「島根１号炉対象物の二次的な汚染の主要核種を

Co-60とすることの妥当性について Rev.1」により説明 

回答済み 

28 ヒアリング 令和５年７月 25日 
審査資料(1)P2 

1.(2) 

FP 核種が主要核種とならないとする理由について、補足して説明す

ること【会合コメント No.1関連】 

回答資料「島根１号炉対象物の二次的な汚染の主要核種を

Co-60とすることの妥当性について Rev.1」により説明 

回答済み 

29 ヒアリング 令和５年７月 25日 

審査資料(1)P2 

1.(2) 

H-3について、対象物は金属性の構造物であり、水分は存在しないこ

とから主要核種とならないとしている点について、事実と異ならない

ように記載を見直すこと 

回答資料「島根１号炉対象物の二次的な汚染の主要核種を

Co-60とすることの妥当性について Rev.1」により説明 

回答済み 

30 ヒアリング 令和５年７月 25日 

審査資料(2) 

2. 

「クリアランスの確認申請の際に、均一性の評価結果も合わせて提示

する」旨を認可申請の補正書にも追記する旨の記載を本資料に追記す

ること 

回答資料「対象物の汚染の均一性について Rev.1」により

説明 

回答済み 

31 ヒアリング 令和５年７月 25日 

審査資料(3)P6 

第 4図、第 5図 

今回のクリアランス検認の方法として、浸漬処理前後の比較対象の形

状が違うことや１号機対象物が除染済のサンプルであることを踏ま

えても浸漬処理方法が妥当であることについて、補足して説明するこ

と【会合コメント No.5、6、7関連】 

回答資料「測定単位の放射能濃度を測定するための試料作

成（浸漬処理）方法について Rev.1」により説明 

回答済み 
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No. 
審査会合 

ヒアリング 
実施日 該当ページ コメント内容 回答内容 回答状況 

32 ヒアリング 令和５年７月 25日 

審査資料(1)P8 

第 2表 

難測定核種の存在量比をスケーリングファクタ等の継続使用に係る

分析結果から示しているが、これらのデータにはばらつきがあると考

えるため、そのばらつきを考慮しても傍証データとなりうることを補

足して説明すること（C-14のデータに関しては、タービン系の設定値

として用いられていることもあわせて説明すること）【会合コメント

No.1関連】 

回答資料「島根１号炉対象物の二次的な汚染の主要核種を

Co-60とすることの妥当性について Rev.1」により説明 

回答済み 

33 ヒアリング 令和５年７月 25日 

本文 P6 

四 3.1 

放射化汚染に関して、原子炉からのストリーミング線の影響はないと

していることについて、その根拠に基づいた記載内容を見直すこと 

「島根原子力発電所１号炉及び２号炉において用いた資

材に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価方

法に関する説明資料」により説明（P99） 

回答済み 

34 ヒアリング 令和５年７月 25日 

添付書類二 

P2-19第 2-1表 

対象物について、「主な材質」とあるが申請書類に書いてあるもの以

外に何があるのかを追記すること。ないのであれば「主に」という記

載を見直すこと。 

「島根原子力発電所１号炉及び２号炉において用いた資

材に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価方

法に関する説明資料」により説明（P115） 

回答済み 

35 ヒアリング 令和５年７月 25日 

本文四 P6、7 

3.1(1)(ⅱ) 

放射化汚染の状況の説明で、原子力安全委員会の文献を引用している

が、この文献で示されているのは、炉心における放射化計算の内容で

あると考えるがその結果を対象物に適用できる考え方を補足して説

明すること 

主蒸気中に含まれる中性子源（N-17）から放出される中性

子線により生成する核種のうち D/C が大きいものは、  

Co-60、Mn-54、Fe-59、Co-58であることを放射化計算によ

り評価しており、核種が一致するため、原子力安全委員会

の文献が適用できると評価した。 

今回回答 

36 ヒアリング 令和５年７月 25日 

本文四 P7 

3.1(1)(ⅲ) 

（「・・・放射能濃度が 1％未満であり、放射化汚染は無視できる程度

である。」とあるが、審査基準では二次的な汚染と放射化汚染の総量

に対してどうか。ということを確認することになっているため、その

基準に沿った記載内容に見直すこと） 

「島根原子力発電所１号炉及び２号炉において用いた資

材に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価方

法に関する説明資料」により説明（P11、P108） 

今回回答 

37 ヒアリング 令和５年７月 25日 

本文四 P8 

3.2(1)(ⅰ) 

（炉水データで I-131が検出されていることをふまえて、「FP核種の

影響は僅かであり・・・」という記載表現を見直すこと） 

「島根原子力発電所１号炉及び２号炉において用いた資

材に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価方

法に関する説明資料」により説明（P6） 

今回回答 

38 ヒアリング 令和５年７月 25日 

本文四 P9 

3.2(1)(ⅲ) 

（炉水とコンクリート類が接触することがないのであれば、そのあた

りも記載内容に追記すること） 

「島根原子力発電所１号炉及び２号炉において用いた資

材に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価方

法に関する説明資料」により説明（P7） 

今回回答 

39 ヒアリング 令和５年７月 25日 

本文四 P11 

3.2(2)(ⅰ)(d) 

（Cl-36の説明が唐突に出てくるため、分かりやすい説明となるよう

記載を見直すこと） 

「島根原子力発電所１号炉及び２号炉において用いた資

材に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価方

法に関する説明資料」により説明（P8） 

今回回答 

40 ヒアリング 令和５年７月 25日 

本文四 P11 

3.2(2)(ⅱ)(b) 

（「対象物は回転構造になっているため・・・」とあるが、事実と異な

るため記載を見直すこと。また、周方向には均一な汚染の傾向との説

明があるが、この記載に関しても見直すこと（その際には、へこみ部

に汚染がたまることが無いという視点も踏まえること）） 

「島根原子力発電所１号炉及び２号炉において用いた資

材に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価方

法に関する説明資料」により説明（P7、P9） 

今回回答 
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No. 
審査会合 

ヒアリング 
実施日 該当ページ コメント内容 回答内容 回答状況 

41 ヒアリング 令和５年７月 25日 

本文四 

P11（全般） 

3.2(2)(ⅱ)(b) 

（「均一な汚染（表面汚染密度）」という表現に関して、記載内容の見

直しを検討すること） 

 

「島根原子力発電所１号炉及び２号炉において用いた資

材に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価方

法に関する説明資料」により説明（P10） 

今回回答 

42 ヒアリング 令和５年７月 25日 

本文五 P14 

1． 

（審査基準では、D/Cが最も大きい核種を選定できると書いているた

め、ここの説明部分でも Co-60の D/Cが最も大きく・・・というよう

な記載表現を追記すること） 

「島根原子力発電所１号炉及び２号炉において用いた資

材に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価方

法に関する説明資料」により説明（P13） 

今回回答 

43 ヒアリング 令和５年７月 25日 

本文七 P17 

1． 

（引用文献について、放射能測定シリーズ No.7（2020 年 4 月）を引

用したほうが適切と考えられるため、引用記載の見直しを検討するこ

と） 

「島根原子力発電所１号炉及び２号炉において用いた資

材に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価方

法に関する説明資料」により説明（P16、27、230、246、247） 

今回回答 

44 ヒアリング 令和５年７月 25日 

本文七 P18 

2.2 

測定の結果、評価対象核種の D/C が 1/33 以下にならない場合の方法

として、該当の評価単位を再除染するとあるが、該当の評価単位だけ

の再除染で良いとする考え方を補足して説明すること 

「島根原子力発電所１号炉及び２号炉において用いた資

材に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価方

法に関する説明資料」により説明（P17） 

今回回答 

45 ヒアリング 令和５年８月３日 

本文四 P12 低圧ダイヤフラムにおける検出限界値と低圧内部車室における検出

限界値が異なることがわかるよう、記載すること。 

「島根原子力発電所１号炉及び２号炉において用いた資

材に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価方

法に関する説明資料」により説明（P104に記載のとおり） 

今回回答 

46 ヒアリング 令和５年８月３日 

本文八 P20 「３．点検・校正」に、測定装置の測定効率が適切に設定されている

ことを記載すること。 

「島根原子力発電所１号炉及び２号炉において用いた資

材に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価方

法に関する説明資料」により説明（P19、P249） 

今回回答 

47 ヒアリング 令和５年８月３日 

本文九 P21 分析室では他の作業も実施することを踏まえ、前処理において追加的

な汚染が生じないことを説明すること。 

「島根原子力発電所１号炉及び２号炉において用いた資

材に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価方

法に関する説明資料」により説明（P24、P260） 

今回回答 

48 ヒアリング 令和５年８月３日 

本文九 P22 

(1) 

搬出サーベイは対象物に対して実施することがわかるよう記載する

こと。 

「島根原子力発電所１号炉及び２号炉において用いた資

材に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価方

法に関する説明資料」により説明（P21） 

今回回答 

49 ヒアリング 令和５年８月３日 

本文九 P22 

(2)(i) 

測定単位採取の際に追加的な汚染の発生を防止するための具体的な

措置を記載すること。 

「島根原子力発電所１号炉及び２号炉において用いた資

材に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価方

法に関する説明資料」により説明（P21、P22） 

今回回答 

50 ヒアリング 令和５年８月３日 

本文九 P25 

(1)(i) 

対象物をクリアランスとするにも関わらず、測定用試料を放射性廃棄

物とする記載について検討すること。 

「島根原子力発電所１号炉及び２号炉において用いた資

材に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価方

法に関する説明資料」により説明（P24） 

今回回答 

51 ヒアリング 令和５年８月３日 

本文 P35 

第４表 

「注２」の記載について確認すること 「島根原子力発電所１号炉及び２号炉において用いた資

材に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価方

法に関する説明資料」により説明（P35、P39） 

今回回答 
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No. 
審査会合 

ヒアリング 
実施日 該当ページ コメント内容 回答内容 回答状況 

52 ヒアリング 令和５年８月３日 
本文 P35 

第４表 

浸漬処理で酸溶解完了をどのように判断するのか説明すること。 回答資料「測定単位の放射能濃度を測定するための試料作

成（浸漬処理）方法について Rev.2」により説明 

今回回答 

53 ヒアリング 令和５年８月３日 

本文 P35 

第４表 

Puと Amの放射能濃度の違いが半減期の違いによるものであることが

わかるよう、検出限界値を補正していることを記載すること。 

「島根原子力発電所１号炉及び２号炉において用いた資

材に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価方

法に関する説明資料」により説明（P35、P39） 

今回回答 

54 ヒアリング 令和５年８月３日 

本文 P38-39 

本文 P43 

第７表、第８

表、第 12表 

第７表、第８表では Co-60が検出されているが、除染後にも Co-60も

残る理由を説明すること。 

 

「島根原子力発電所１号炉及び２号炉において用いた資

材に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価方

法に関する説明資料」により説明（P38、P39） 

今回回答 

55 ヒアリング 令和５年８月３日 

【No.関連】 対象物の狭隘部も除染されることを説明すること。 

 

「島根原子力発電所１号炉及び２号炉において用いた資

材に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価方

法に関する説明資料」により説明（P107） 

今回回答 

56 ヒアリング 令和５年８月３日 
本文 P73 

第８図 

第８図の第７段目（上段）の測定点５が高い値を示している理由を説

明すること。 

除染前の測定結果のため、測定値のばらつきと考える。 今回回答 

57 ヒアリング 令和５年８月３日 

本文 P84 

本文 P85 

第 19図、第 20

図 

評価単位の分割方法について詳細に説明すること。 「島根原子力発電所１号炉及び２号炉において用いた資

材に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価方

法に関する説明資料」により説明（P84、P85） 

今回回答 

58 ヒアリング 令和５年８月３日 

添付書類二 

P2-7(c) 

Fe-55について、炉内での生成量の観点だけでなく、対象物への付着

の観点からも説明すること。 

原環センターの資料集の汚染物から Fe-55の存在量比を評

価した結果、7.4×10-５程度であり十分に低いことを確認し

た。 

今回回答 

59 ヒアリング 令和５年８月３日 

添付書類二 

P2-6(iii) 

添付書類二 

P2-9(iv) 

走査サーベイの検出限界値における不確かさの取り扱いについて記

載すること。 

「島根原子力発電所１号炉及び２号炉において用いた資

材に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価方

法に関する説明資料」により説明（P105、P107） 

今回回答 

60 ヒアリング 令和５年８月３日 
添付書類五 

P5-8 

式（７）の Ge波高分析装置の許容誤差について説明すること。 放射能測定法シリーズ No.7 に記載のとおり、測定系の誤

差の上限値を考慮して設定している。 

今回回答 

61 ヒアリング 令和５年８月３日 

添付書類六 

P6-1 2.1 

測定装置の説明については、汎用測定装置であることを踏まえ、守る

べき仕様等必要な情報のみ記載すること。 

「島根原子力発電所１号炉及び２号炉において用いた資

材に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価方

法に関する説明資料」により説明（P251） 

今回回答 

62 ヒアリング 令和５年８月３日 

添付書類六 

P6-7 

走査速度 2cm／s以下をどのように担保しているか記載すること。 「島根原子力発電所１号炉及び２号炉において用いた資

材に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価方

法に関する説明資料」により説明（P252） 

今回回答 
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63 ヒアリング 令和５年８月３日 

添付書類六 

P6-7 

拭き取り面積 100cm2をどのように担保しているか記載すること。 「島根原子力発電所１号炉及び２号炉において用いた資

材に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価方

法に関する説明資料」により説明（P252） 

今回回答 

64 ヒアリング 令和５年８月３日 

添付書類五 

P5-7 

式（６）で 95％片側上限値としている理由を説明すること。 「島根原子力発電所１号炉及び２号炉において用いた資

材に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価方

法に関する説明資料」により説明（P236） 

今回回答 

65 ヒアリング 令和５年８月 21日 審査資料（１） 

P2 

半減期が１年程度以下の短半減期核種およびコンクリート等の放射

化による核種についても Fe-55と同様に定量的に評価すること。 

回答資料「島根１号炉対象物の二次的な汚染の主要核種を

Co-60とすることの妥当性について Rev.2」により説明 

今回回答 

66 ヒアリング 令和５年８月 21日 審査資料（２） 

P1 

「その結果、Co-60の D/Cが 1未満で、局所的な汚染はなく、均一

な汚染の傾向を示すことを確認した。」に修正すること。 

回答資料「対象物の汚染の均一性について Rev.2」により

説明 

今回回答 

67 ヒアリング 令和５年８月 21日 審査資料（３） 

P2、P3 

測定単位の直接測定では正確に測定できないとしていることを踏ま

え、移行率を Bqではなく、カウントで評価するなど、記載を見直す

こと。 

 

 

回答資料「測定単位の放射能濃度を測定するための試料作

成（浸漬処理）方法について Rev.2」により説明 

今回回答 

68 ヒアリング 令和５年８月 21日 審査資料（３） 

P1 

浸漬処理の手法について、充填固化体に対するスケーリングファク

タ等の継続使用に係る雑固体廃棄物の放射化学分析で使用されてい

る手法を参考にしたことがわかるよう記載すること。 

回答資料「測定単位の放射能濃度を測定するための試料作

成（浸漬処理）方法について Rev.2」により説明 

回答済み 

69 ヒアリング 令和５年８月 21日 審査資料（３） 

P2 

移行率の評価方法を補正書に記載すること。 回答資料「測定単位の放射能濃度を測定するための試料作

成（浸漬処理）方法について Rev.2」により説明 

回答済み 

70 ヒアリング 令和５年８月 21日 審査資料（３） 

P2 

統計的な手法で評価しても移行率が 50％以上であることを説明する

こと。 

回答資料「測定単位の放射能濃度を測定するための試料作

成（浸漬処理）方法について Rev.2」により説明 

回答済み 

71 ヒアリング 令和５年８月 29日 審査資料（１） 

P2 

引用文献（原子力環境整備センター）を記載し、引用文献のデータ

を参考に評価したことがわかるよう記載すること。 

回答資料「島根１号炉対象物の二次的な汚染の主要核種を

Co-60とすることの妥当性について Rev.3」により説明 

今回回答 

72 ヒアリング 令和５年８月 29日 審査資料（１） 

P2 

引用文献（原子力環境整備センター）のデータが島根原子力発電所

に適用できることを説明すること。 

回答資料「島根１号炉対象物の二次的な汚染の主要核種を

Co-60とすることの妥当性について Rev.3」により説明 

今回回答 

73 ヒアリング 令和５年８月 29日 審査資料（１） 

P2 

コンクリート等の放射化により主に生成する核種として、Ca-41、

Ag-108m、Ba-133、Eu-152及び Eu-154を選定した根拠を説明するこ

と。 

原子力環境整備センター資料集を参考に、33 核種の中でコ

ンクリートの放射化により多く発生する Ca-41、Ba-133、

Eu-152及び Eu-154、GCRで多く発生する Ag-108mを選定し

ている。 

今回回答 

74 ヒアリング 令和５年８月 29日 審査資料（３） 

P2 

浸漬処理前後の測定時間を記載すること。 回答資料「測定単位の放射能濃度を測定するための試料作

成（浸漬処理）方法について Rev.3」により説明 

今回回答 
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75 ヒアリング 令和５年８月 29日 審査資料（３） 

P2、P3 

移行率の不確かさを考慮すること。また、移行率の不確かさを考慮

した場合においても、第１表で移行率 50％以上であることを説明す

ること。 

回答資料「測定単位の放射能濃度を測定するための試料作

成（浸漬処理）方法について Rev.3」により説明 

今回回答 
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